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　広報はりま５月号と同時に配布した公共交通 時刻表（2020年４月現在）は、お手元に保管されています
か？　播磨町内のバス路線図とバス停の発着時刻と、ＪＲ土山駅、山陽電車播磨町駅の時刻表を掲載してい
ます。※広報はりま５月号と同時に配布した公共交通時刻表より、ダイヤが大幅に変更されています。

神姫バスの路線、時刻表、運賃についてのお問い合わせは、神姫バス㈱加古川駅前案内所
にお願いします。
▶問合せ　神姫バス㈱加古川駅前案内所☎０７９（４２１）１５５１
　　　　　神姫バスホームページ　https://www.shinkibus.co.jp/

公共交通時刻表についてのお問い合わせは企画グループ
にお願いします。

　本荘・本荘西・宮西のバス停を経由する路線が10月31日をもって休止となることに伴い、これらのバス
停が廃止となることをご了承ください。

その他バス路線のダイヤについて
　11月１日より、各路線のバスダイヤが変更されます。ご利用の際は、各バス停に掲示されている時刻表や神姫
バス(株)の時刻検索サイト「神姫バスNavi」のダイヤ検索機能（https://navi.shinkibus.jp/snk/unkoh）を利用
して事前に発着時間を確認することをお勧めします。

神姫バス
系統 区　　　　間 運行日

13系統

31系統

32系統

34系統

土山駅南口～蓮池小学校前～加古
川駅
土山駅南口～播磨町駅～北本荘～
別府駅～東加古川駅
土山駅南口～播磨町駅～北本荘～
別府駅東
土山駅南口～播磨町役場前～新島
循環～播磨町役場前～土山駅南口
土山駅南口～播磨町駅～北本荘～
東加古川駅～県立加古川医療セン
ター

平日・土日祝

平日・土日祝

平日

平日

土日祝

公共交通時刻表を活用して
公共交通を利用しましょう

公共交通を利用しましょう
▶問合せ　企画グループ☎０７９（４３５）０３５６
　
　播磨町は、65歳以上の住民の割合がすでに27％を超
えており、今後自動車や自転車での移動が難しい高齢者
の増加が予想されます。
　一方、自家用自動車の普及や新型コロナウイルス感染
症の拡大により、公共交通機関（鉄道やバス、タクシー
など）の利用者の減少で、その運営は厳しくなっていま
す。
　今後もこの状況が続くと、路線の廃止や減便など公共
交通のサービスは低下し、利用者はさらに減少するおそ
れがあります。この悪循環を断ち切るために、鉄道やバ
ス、タクシーなどを積極的に利用し、生活に欠かせない
公共交通を維持していきましょう。
　公共交通機関は車内の換気や消毒など、徹底した新型
コロナウィルスの感染対策を行っております。また、神
姫バスでは３密になりやすい最前席の利用制限や乗務員
の健康チェック、手洗い・うがい・手指消毒の励行・マ
スクの着用など、十分な取り組みを行っております。車
内での会話の配慮や、マスク着用による咳エチケットな
どの感染予防にご協力のうえ、安心してご活用ください。

路線バスの一部路線に補助をしています
　現在、町内を走っているバス路線は、次の４路線があ
ります。このうち、13系統、31系統、34系統の路線に
ついては、運行を維持するために町が補助金を出してい
ます。

「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」が発行されます
▶問合せ
ねんきん加入者ダイヤル☎０５７０（００３）００４
加古川年金事務所☎０７９（４２７）４７４０
保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１
　国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、健
康保険料や厚生年金保険料などの保険料と同様に、
社会保険料控除として納めた年の課税所得から控除
することができます。
　控除の対象となるのは、令和２年１月から12月
までに納めた国民年金保険料の全額です。
　自身の保険料だけでなく、家族の負担すべき保険
料を支払っている場合、合わせて控除することがで
きます。
　社会保険料控除を受けるためには、控除証明書や
領収証書など納めたことを証明する書類の添付が必
要となります。
　このため、令和２年中に納めた人には、11月上
旬または翌年２月上旬に日本年金機構から「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られます
ので、年末調整や確定申告の際には必ず添付してく
ださい。
産前産後期間の保険料が
免除されます
▶問合せ
加古川年金事務所☎０７９（４２７）４７４０
保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１
　国民年金第１号被保険者が出産を行った際に、出
産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制
度が平成31年４月から始まりました。産前産後期
間として認められた期間は、保険料を納付したもの
として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
　産前産後期間の保険料を前納している場合、全額
還付されます。
▶免除期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から最
大４カ月間
・多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属す
る月の３カ月前から最大６カ月間
▶対象　国民年金第１号被保険者で出産日が平成
31年２月１日以降の人　
▶届出時期
・出産予定日の６カ月前から
・平成31年２月１日以降の出産であれば、出産後
の届け出はいつでも可能
▶申請　加古川年金事務所または保険年金グループ
▶必要書類
①年金手帳または納付書など基礎年金番号のわかる
もの
②印鑑（朱肉を使うもの）
③母子健康手帳（出産予定日または出産日の記載が
あるもの）

89
広報はりま 2.11広報はりま 2.11


